
四日市市告示第 397 号

　　四日市市自転車等放置防止条例（昭和６１年四日市市条例第３３号）第１３

　条第２項の規定により放置自転車等の保管状況を次のように告示する。

　

平成29年 6月  26日

四日市市長　　森　　智広

　１　移動した自転車等の台数

　　　別表のとおり

　２　移動した年月日

　　　別表のとおり

　３　放置されていた区域

　　　別表のとおり

　４　保管場所

　　　第１保管場所　　四日市市安島一丁目地内

　５　保管期間

　　　移動日から起算して９０日

　６　連絡先

　　　四日市市諏訪町１番５号

　　　四日市市役所 都市整備部 道路管理課 交通安全係

　　　電話　３５４－８１５４

　　　　又は

　　　四日市市安島一丁目

　　　四日市市自転車等第１保管場所詰所

　　　電話　３５２－２２３６

（都市整備部 道路管理課）



別　表　（保管の告示）

整理番号 移動した年月日
25 平成29年5月2日 うまし国 1 台
26 平成29年5月2日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
27 平成29年5月2日 アピタ 1 台
28 平成29年5月3日 アコムファーストビル 1 台
29 平成29年5月5日 南駐輪場 1 台
30 平成29年5月6日 シティホテル 1 台
31 平成29年5月10日 ホームラン（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
32 平成29年5月11日 松阪苑 1 台
33 平成29年5月11日 四日市駅派出所 1 台
34 平成29年5月12日 スターアイランド 1 台
35 平成29年5月14日 スターアイランド 1 台
36 平成29年5月14日 マクドナルド 1 台
37 平成29年5月16日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
39 平成29年5月16日 スターアイランド 1 台
40 平成29年5月17日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
41 平成29年5月17日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
42 平成29年5月17日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
43 平成29年5月17日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
44 平成29年5月17日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
45 平成29年5月18日 諏訪公園 1 台
46 平成29年5月18日 市民公園 1 台
47 平成29年5月21日 アピタ 1 台
48 平成29年5月21日 スターアイランド 1 台
49 平成29年5月22日 スターアイランド 1 台
50 平成29年5月22日 キング観光（ﾊﾟﾁﾝｺ） 1 台
51 平成29年5月24日 スターアイランド 1 台
52 平成29年5月24日 富士ビル 1 台
54 平成29年5月26日 諏訪公園 1 台
55 平成29年5月26日 諏訪公園 1 台
56 平成29年5月29日 スターアイランド 1 台
57 平成29年5月29日 マクドナルド 1 台

31 台

移動した自転車等の台数放置されていた区域

合計


